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公 布 さ れ た 条 例 の あ ら ま し 

 

○ 滋賀県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（条例第33号） 

１ 後発医薬品のある先発医薬品であって一定のものの処方等または調剤に係る使用料の算定方法を変更することと

しました。（別表第３関係） 

２ この条例は、令和８年６月１日から施行することとしました。 

３ その他必要な規定の整理を行うこととしました。 
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